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第１ 募集の目的

吉野川市高越弓道場(以下｢弓道場｣という。)は、弓道の普及振興を図るとともに、市民の心身の健

全な発達に寄与することを目的に設置されています。

このたび、吉野川市教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)は、弓道場の管理運営業務を効率的か

つ効果的に行うため、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項、吉野川市公の施

設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成１６年吉野川市条例第７２号)、吉野川市高越弓道

場条例(平成１６年吉野川市条例第１１４号。以下「弓道場条例」という。)に基づき以下により弓道

場の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。

指定管理者に応募される法人等は、業務仕様書の内容を十分に踏まえた上で、次の要領で申請して

ください。

第２ 募集の内容

１ 施設の概要

(1) 名称 吉野川市高越弓道場

(2) 所在地 吉野川市山川町榎谷２２６－２

(3) 構造 鉄骨造 平家建て

(4) 敷地面積 ２，９４０㎡

(5) 建築延面積 ２０３．８８㎡

(6) 開設日 平成２年４月１日

(7) 主な施設内容 道場兼管理棟 146.41㎡ 的場 37.22㎡ 倉庫 20.25㎡
標的 近的…６, 遠的…１ 移動可

(8) 施設の現状 弓道を通して心身の鍛練を行う場を提供しています。

２ 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし、業務の詳細内容については、別添｢吉野川市高

越弓道場指定管理者業務仕様書｣(以下｢仕様書｣という。)を参照してください。

吉野川市高越弓道場条例

（指定管理者が行う業務等）

第 16 条 前条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりと

する。

(1) 弓道場の施設及び設備の維持管理（教育委員会が指定する補修等を除く。）に関する業務

(2) 弓道場の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他弓道場の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
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３ 管理の基準

弓道場条例において、休日及び利用時間に関する規定があり、その詳細については仕様書に記載

していますが、休日及び利用時間について、市民の利用の幅がより広がる内容の申請をしていただ

くことも可能です。

４ 指定期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで(３年間)

５ 業務に必要な経費

吉野川市が支払う指定管理料と施設の利用料金収入等をもって、業務を行うものとします。

指定管理料の額については、指定管理者が申請の際に提案した収支計画に記載された額（消費税

及び地方消費税含む）を基本として、市と指定管理者が締結する基本協定書により決定します。

なお、収支計画の見積にあたっては、下記のとおり各年度の基準額を設定しますので、基準額を

上回る提案をした場合は失格となります。

※弓道場の指定管理料(税込み額)は、２４３，０００円以下／年度で設定すること。

(様式３の表｢指定管理料｣欄に記載する)

６ 利用料金

利用料金については、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく｢利用料金制｣を採用し

ますので、指定管理者の収入として収受できます。

業務に必要な経費のうち、指定管理料は毎年、年度協定書により決定した額が支払われますが、

利用料金収入は利用の状況により変動します。

利用料金収入が、収支計画を上回った分も指定管理者の収入として収受できますが、下回って

も指定管理料の変更はありません。

第３ 申請資格

指定管理者の指定を申請することのできる者は、仕様書の５に記載の法令等を遵守し、かつ、指定

期間中に、弓道場を安全円滑に管理運営することのできる法人その他の団体(以下｢法人等｣という。)

であることとします。

また、次に掲げる(１)及び(２)のすべての要件を満たす必要があります。

（１）吉野川市内に主たる事務所(本店)を置いている法人等であること。

（２）法人等及びその代表者が以下の事項に該当しないこと。

① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当する者
② 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定の取り消しを受け又は当該処分の日か
ら起算して２年を経過しない者

③ 吉野川市指名停止基準に基づく指名停止期間中の者

④ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２
条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
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⑤ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でな

くなった日から５年を経過しない者(以下｢暴力団の構成員等｣という。)の統制の下にある団

体

⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に
基づく破産手続き開始の申立てがなされた者。ただし、会社更生法に基づく更生手続き開始

の申立て又は民事再生法に基づく再生手続きの申立てがなされている者であっても、更生計

画の認可が決定、又は再生計画の認可の決定が確定している者については、当該申立てがな

されていない者とみなす。

⑦ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第３条又は第８
条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を

経過しない者

⑧ 国税及び地方税を滞納している者

⑨ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

⑩ 役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体。

(ア)成年被後見人、被保佐人又は被補助人

(イ)破産者で復権を得ない者

(ウ)拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな

くなった日から２年を経過しない者

(エ)暴力団の構成員等

第４ 申請方法等

（１）提出書類

①指定管理者指定申請書

※吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則別記様式

②法人等概要書 (様式１)

次の(ア)～(カ)を添付してください。

（ア）登記事項証明書（申し込み前１ヶ月以内に発行されたもの）

※法人以外の団体にあっては、会則その他これに類するもの

（イ）定款又は寄附行為、規約その他これに代わる書類（最新のもの）

（ウ）法人又は団体の概要（経営理念、事業経歴等 ※パンフレット可）

（エ）法人等役員一覧 (様式１－２)

（オ）申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業年度の事業報告書、貸借対

照表及び損益計算書又はこれらに類するもの(新たに設立する法人又は設立初年度の法人に

あっては、上記に替えて収支計算書又はこれらに類する書類を提出してください。設立初年

度の法人にあっては、さらに、設立時における財産目録も提出してください。また、設立２

年目の法人にあっては、前事業年度に係る書類を提出してください。)

（カ）市税、県税、法人税若しくは所得税並びに消費税及び地方消費税に関する納税証明書（新

たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、提出を要しないものとします。）
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③事業計画書 （様式２）

④収支計画書 （様式３）

⑤申請書添付書類確認表 （様式４）

⑥誓約書 （様式５）

（２）申請書類の受付期間

令和７年９月１０日（水）から令和７年９月３０日（火）まで

午前８時３０分～午後５時（土曜日、日曜日、祝祭日を除く）

（３）提出場所

吉野川市教育委員会 生涯学習課

吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１ 電話(0883)22-2271 ＦＡＸ(0883)22-2270
（４）提出方法

直接持参のこと。郵送による提出は受付ません。

（５）提出部数

正本 １部

副本 １１部

※証明書は正本は原本。副本は写しで可。製本はＡ４版ファイル綴りとします。

（６）応募説明会・現地説明会

日 時 令和７年９月１７日(水) 午前１０時から

場 所 吉野川市高越弓道場

申込方法 令和７年９月１６日(火)までに、法人等の名称、代表者及び参加予定者

名を吉野川市生涯学習課に申し込むこと。

第５ 審査方法等

１ 審査の方法

（１）審査の方法

吉野川市教育委員会指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、申請資

格等の要件を満たす者を対象に書類による一次審査を経た後、プレゼンテーション及びヒヤリン

グ等による二次審査を行い、指定管理者として最も適切な優秀者を選定し、結果を教育委員会に

報告します。

（２）指定管理者の候補の選定

教育委員会は、選定委員会の報告を受け、優秀者と細目協議を行い、協議が整った段階で指定

管理者の候補者として選定します。指定管理候補者の選定結果は、応募した法人等すべてに対し

速やかに文書で通知するとともに、選定結果を公表します。なお、申請団体名は公表されます。

（３）指定管理者の指定

指定管理候補者は、市議会の議決を経て指定管理者として指定されます。

ただし、市議会の議決を得られない場合は指定されません。

なお、教育委員会は指定管理者の指定に関する市議会の議決が得られないことにより指定管理

者の候補者に生じた損害を負担しません。
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２ 審査の日程

審査は、申請受付終了後、令和７年１１月上旬までを目途に予定しています。

ヒヤリング等を行う場合は、令和７年１０月下旬に連絡します。

３ 審査の基準

審査は、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に判断します。

（１）事業計画書による施設の運営が利用者の平等な利用を確保するものであること。

（２）事業計画の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理

に係る経費の縮減が図られるものであること。

（３）事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

（４）その他、事業計画の内容が、地域との連携が図られ、地域に貢献する内容となっているこ

と。

第６ 留意事項

１ 留意事項

(１) 関係法令、関係基準、関係通知及び関係市条例、規則を熟知の上で応募してください。

（２）必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。

（３）受付期間の終了後における応募書類及び追加資料の書き換え、差し替えは、原則として認

めません。

（４）提出書類等に虚偽の記載があった場合は、失格とします。

（５）申請に係る経費は、すべて応募する法人等の負担とします。

（６）選定委員、本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件応募についての不正

な接触を禁じます。接触の事実が認められた場合は失格となることがあります。

２ その他

（１）申請書類等は返却しません。なお、提出書類については、吉野川市情報公開条例に基づき

公開することがあります。

（２）募集内容等に係る質問等については、ファックスで提出（様式６）してください。

なお回答書は、申請者全員にファックス送信します。※電話不可

（３）申請受付後に辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出してください。

（４）担当課

弓道場の業務に関すること

吉野川市教育委員会 生涯学習課 社会体育係

住 所 〒７７６－８６１１ 吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１

電 話 （０８８３）２２－２２７１

ＦＡＸ （０８８３）２２－２２７０
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別記様式(第３条関係)（吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則別記様式）

令和 年 月 日

指定管理者指定申請書

吉野川市教育委員会教育長 様

申請者 所在地

団体名

代表者氏名 ○印

連絡先（電話番号）

吉野川市高越弓道場の指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

添付書類

１ 事業計画書

２ 収支計画書

３ その他市長が定める書類
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（様式１）

法 人 等 概 要 書

所 在 地 〒

商号又は名称

代表者氏名

役 割 管理事業者

電 話 ＦＡＸ番号

資 本 金 株式上場の有無 有 ・ 無

設立年月日 従 業 員 数

営 業 種 目

業 務 内 容

担当者氏名

所 属

電 話 番 号 ＦＡＸ番号

備 考
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(様式１－２)

法 人 等 役 員 一 覧 表
申請者

(ふりがな) 住 所

名 称

法人等の役員(監査役及び監事を含む。)

(ふりがな) 生年月日 住 所

氏 名 役 職 名

注１）登記事項証明書と一致させること。
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様式第２号

吉野川市高越弓道場の管理業務に関する事業計画書

〔施設の管理業務に対する基本方針〕

〔指定管理者の指定を申請した理由〕

〔施設の現状に対する認識及び今後の在り方〕
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〔施設の管理業務に係る職員体制〕

１ 管理体制（組織図・職員数）

２ 研修計画（事業に関するもの、接遇に関するもの等）

３ 緊急時の対応

（１）防犯、防災に対する態勢

（２）その他の緊急事態に対する態勢

〔個人情報を保護するための措置〕
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〔施設の運営に関する事項〕

１ 使用者・利用者に対するサービス向上策

２ 使用者・利用者の要望の把握及びその実現策

３ 経費節減のための方針

４ 施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務
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（様式３）

（単位：千円）

収 支 計 画 書
区 分 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

収 指定管理料

利用料金収入

入 その他の収入

収入計（a）
人件費

事務費

支 維 清掃費

持 施設警備費

管 光熱水費

理 修繕料

出 費 その他維持管理費

小計

支出計（b）

※用紙はＡ４版とします。

注１）収入計（a）と支出計（b）が等しくなるよう収支計画を作成してください。
注２）事務費には、事務的経費として必要な消耗品、印刷製本費、会議費、通信運搬費、保険料、

旅費、租税公課等を計上してください。

注３）金額は、消費税及び地方消費税込みの金額を記入してください。

注４）｢指定管理料｣欄の額が募集要項５に示す指定管理料の基準額を上回る場合は、失格となり

ます。
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（様式４）

申 請 書 添 付 書 類 確 認 表

(申請者) 所 在 地

団 体 名

代表者名

様式 名 称 確認欄

規則様式 指定管理者指定申請書

様式１ 法人等概要書

（ア） 登記事項証明書（申し込み前１ヶ月以内に発行されたもの）

※法人以外の団体にあっては、会則その他これに類するもの

（イ） 定款又は寄附行為、規約その他これに代わる書類（最新のもの）

（ウ） 法人又は団体の概要（経営理念、事業経歴等。パンフレット可）

（エ） 法人等役員一覧(様式１－２)

申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業

（オ） 年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類

するもの

（カ） 市税、県税、法人税若しくは所得税並びに消費税及び地方消費

税に関する納税証明書

様式２ 事業計画書

様式３ 収支計画書

様式４ 申請書添付書類確認表 ○

様式５ 誓約書

注１）確認欄には添付する書類に○印を記入してください。

注２）(オ)については、新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、上記に替えて収

支計算書又はこれらに類する書類を提出してください。設立初年度の法人にあっては、さ

らに、設立時における財産目録も提出してください。また、設立２年目の法人にあっては、

前事業年度に係る書類を提出してください。

注３）(カ)については、新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、提出を要しない

ものとします。
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（様式５）

令和 年 月 日

誓 約 書

吉野川市教育委員会教育長 様

所 在 地

申立者 団 体 名

代表者名 ○印

吉野川市高越弓道場指定管理者指定申請を行うにあたり、下記の事項について相違ありま

せん。

１．指定管理者募集要項第３の申請資格要件を満たしています。

２．提出した申請書類に虚偽または不正はありません。

３．提出した事業計画書及び収支計画書により行う業務の内容及びその範囲は業務仕様書を

充足しています。
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（様式６）

令和 年 月 日

質 問 書

吉野川市教育委員会教育長 様

申請者 所在地

団体名

代表者氏名

質問者 担当者職氏名

電話番号

ＦＡＸ番号

吉野川市高越弓道場の募集内容等に関して、次の質問がありますので、本紙を提出します。

質問番号 ページ タイトル 質疑事項

(注)質疑事項は本様式１枚につき１項目とし、質疑事項が複数の場合、通しの質問番号を明記

してください。
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（様式７）

令和 年 月 日

指 定 管 理 者 指 定 申 請 辞 退 届

吉野川市教育委員会教育長 様

申請者 所在地

団体名

代表者氏名 ○印

連絡先（電話番号）

吉野川市高越弓道場の指定管理者の指定を受けるために令和 年 月 日申請書

を提出しましたが、次の理由により辞退したいので届け出ます。

（申請辞退理由）


